
【農地法第3条許可申請から許可書交付までの流れ】（宍粟市農業委員会）

★申請者の方の流れ
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★農業委員会等の流れ

↓

↓

（農地法第3条許可を申請すると、申請書類の提出から許可書の交付まで
の標準的な期間は25日程度です）

申請内容の審査

許可書の交付
農地法第3条許可書は、毎月月末（休日の場合は前日）を目途に、農業委員
会事務局または申請地の市民局産業振興係でお渡しします。

○申請書の記載や添付書類の漏れがないか、農地法第3条の許可基準の適
合性を審査し、また、現地調査を行い、不明なことがあれば申請者の方に確認
します。

○許可・不許可について、毎月22日前後に行う農業委員会の総会で決定しま
す。

農業委員会総会

申請書と添付書類の
受付

書類受付の後、審査期間中は内容確認等のため、農業委員会事務局から連
絡させていただくことがあります。

農業委員会事務局（本庁）または各市民局産業振興係が書類提出の窓口で
す。
提出締切は１０日（休日の場合は前日）です。

申請書の記入

添付書類の用意

申請書と添付書類の
提出

申請にかかるご相談は、農業委員会事務局（本庁）までお越しください。各市
民局は書類提出の窓口だけとなっております。

申請内容に応じて、農地法第3条許可申請書（農業委員会事務局にあります。
またホームページからもダウンロードできます）に記入ください。内容に応じて
必要書類も異なりますので、記入例や必要書類一覧表をご参照ください。

提出前の再確認

申請についての相談

記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がか
かったり、不許可になったりする場合があります。


